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講演会のお知らせ

下記の日程にて生物的防除部会の講演会を開催いたt/ます。会員の皆様のこ参力Bをお待ち致し

ます。

日時  平 成 17年 2月 18日 (金) 午 後 3時 から

場所  東 京農業大学世日谷キヤンパス2号 館 3階

国際農業開発学科会議室

講演 1 「 フエロモン剤によるレタス ・キヤベツの総合的害虫管理」

演者  長 野県野菜花き試験場 病 害虫土壌肥料部研究員 豊 嶋悟郎氏

講演2 「 野菜における総合防除」

演者  信 越化学工業株式会社 フ ァインケミカル部 主 席技術員 森  雄 三氏

なお、議演会終了後には、講演者を囲んでの懇親会を予定しています。是非ご参加ください。
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輸入毘虫の生態リスタこ外来生物法
一セイヨウ才オマルハナバチと外国産クワガタムシを例として一

国立環境研究所 生 物多様性研究プロジェクト

五箇公―

侵入生物としての導入昆虫

昆虫類は世代期間も短く、繁殖力が強いため、

ひとたび侵入種となつた場合、極めて深刻な影響

をもたらす恐れがある。わが国においても、これ

まで様やな侵入害虫による農林作物などへの経済

被害を被つてきた。しかし、これらの 「害虫」は

いわ|ま農耕地、植林地、市街地、家屋といつた自

然界にはない人為攪乱環境にたまたま適応し繁殖

した集団であり、自然生態に及ぼす影響は重大な

ものではなかつた。

近年、わが国では、こうした偶発的侵入とは異

なる意図的な昆虫の輸入が活発となつている。す

なわち、産業目的で様?な 国から昆虫の生体輸入

が推L/進められている。その内訳は、天敵農薬や

セイヨウミツバチなどの農業用資材、クワガタム

シをはじめとするペツト用甲虫類、魚の餌用アカ

ムシ (ユスリカ幼虫)な ど、実に目的 ・種類とも

多岐に渡るが、そのはこんどが輸入実態すら世に

知られ,ぬまま膨大な量で輸入されている (財務省

データ)。 これまで農林作物に被害をもたらす害

虫の侵入に対L/ては植物防疫法という法的規制が

あるが、こうした産業用昆虫類については、何ら

法的規制ほ受けてこなかつた。

しかし、2004年 6月に侵入生物を管理 ・規制す

るための法律 「特定外来生物による生態系等に係

わる被害の防止に関する法律 (外来生物法)」 が

公布され、今後は植物防疫法で規制されなかつた

産業用昆虫類についても生態リスクが審査 ・検討

されることとなつた。農林作物を加害しない種で

も野生化した場合、自然生態系に影響を及ぼす可

能性は充分に考えられる。導入昆虫類においても

生態影響があるこ判断された場合は、今後輸入禁

止などの規制措置がこられることこなる。

本講演では、数ある輸入昆虫の中でも近年輸入

が始まり、生態学者あるいはマスコミの間でもホ

ツトな話題に上がつた二つの種類、外国産マルハ

ナバチこ外国産クワガタムシがもたらす生態リス

クに関する トピツクを実証データも交えて紹介し、

輸入昆虫の利用と管理のあり方について議論して

みたい。

マルハナパチ商品化がもたらす生態 リスク

ヨーロツパ産のセイヨウ牙オマルハナバチは19

70年にベルギーで大量増殖法が開発されて以来、

農作物の花粉媒介用に商品化され、世界中で利用

されるようになつた (Rui」iter,1996)。わが国で

も1991年よリハウストマトの授粉用に輸入が始ま

り、現在年間6万 箱ものコロニーが輸入 ・販売さ

れている (五箇 ・マルハナバチ普及会、2003)。

本種の導入により農家は授粉作業から開放され、

さらに生物資材の利用という枠組みで省農薬も促

進され、安全で質の高いトマ トが提供できるよう

になつた。

しかし、一方で、本種の野生化による生態系影

響が懸念されてきた (五箇、1998‐2003;鷲谷、19

98)。 こくに、本種は競争力の強いハナバチであ

り、在来のハナバチの豪退をもたらす可能性があ

る。実際にイスラエルでは本種の蔓延による在来

ハナバチの衰退が報告されている (Dafni and

Shmida、1996)。 わが国でも1996年に北海道でセ

イ∃ウ才才マルハナバチの野生巣が発見されて以

来 (鷲谷、1998)、 野外での女王バチの捕獲例も
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増加傾向にあり、本種の定着が進行しつつあるこ

とが示されている。日本には在来のマルハナバチ

22種が生患しており、生態ニツチェが似た侵入種

と在来種の間に強い競争関係が生じることが心配

される。

問題となる生物間相互作用は次の 3点 に整理さ

れる。1)餌資源や営巣場所を巡る競合が生じて在

来種が駆逐される、2)在来種こ種間交雑を行うこ

とで在来種個体群の遺伝子組成を攪乱する、3)外

来寄生生物を持ち込み、在来種を病害によつて豪

退させる。

上記の 3つ の生態|リスクについて、これまで様

でな角度から調査が進められている。1)の競合の

問題について、東京大学 ・鷲谷教授の研究グルー

プが北海道において 7年 間に渡るモニタリング調

査をおこなつている。これまでの調査より野外に

おけるセイヨウ牙牙マルハナバチの捕獲数が年?

増加していること、とくに北海道においては野生

巣が複数発見されており、再生産が示唆されるこ

と (Matsumura et al.・2004;中 島ら,2004)、

野生化の進行にともない在来植物種の利用範囲が

さらに広がれば在来マルハナバチこの間に競合が

生ずる可能性が高いことが指摘されている (松村

・鷲谷、2002)。 また3)の寄生生物の持ち込みに

ついては、輸入商品コロニーからマルハナバチ寄

生性の病原虫 肘θsettaレク″/と 思われる微胞子虫

(丹羽ら、2004)や 体内寄生性ダニであるマルハ

ナバチポリプダニ (五箇ら、2000;6oka et al,2

001)が 検出されており、これらの寄生生物は在

来マルハナバチにも水平感染することが実験的に

示されている。現在、在来種への病原性について

調査が進められている。

2)の種間雑種の問題については、まず玉川大学

・小野教授グループの光畑氏が室内交雑実験によ

つて在来種エゾオ牙マルハナバチ (牙才マルハナ

バチ 1亜 種)女 王とセイヨウオ才マ)じハナバチの

牙スの間に雑種ワーカーが生じたことを報告して

いる。これを受けて国立環境研究所 ・侵入生物研

究チームは5年 間に渡り北海道および東北地方の

才才マルハナバチにおける遺伝子組成をアロザイ

ムおよびマイクロサテライトDNAを マーカーと

して調査し、野外で種間交雑が生じているかをモ

ニタリング調査している (五箇、1998)が 、雑種

の検出例はこれまでのこころない。一方、岐阜大

学 ・土日博士グループの神戸氏とアピ株式会社の

米日氏が共同で室内交雑実験を繰り返した結果、

セイヨウ才才マルハナバチのオスは牙オマルハナ

バチのみならず在来種クロマルハナバチの女王こ

も交尾が可能であることが示された (図1)。

図 1 クロマルハナパチ女王と交尾するセイヨウオオマルハナバチ雄

全ての種間交雑実験において雑種ワーカーの応、

化は認められず、導入種こ在来種の間には強い生

殖隔離が働いていることが判明したが、交尾後の

女王の解割調査および得られた未る、化卵の遺伝子

分析の結果、種間交雑によつてセイヨウ才才マル

ハナバチの精子は女王の受精裏に到達しており、

卵の受精も完了していることが明らかになつた (

Kanbe,Tsuchida,Yoneda and Ooka,  in prepara―

tion)。 すなわち、種間交雑には交尾後隔離が働

いており、雑種が生じるという遺伝的損乱のリス

クは低くとも、セイコウオ牙マルハナバチの才ス

は在来種女王の生殖攪乱をもたらす可能性がある

ことが示された。こうした生殖攪乱あるいは生殖

障害が野外で生じれば、在来種個体群の増殖率に

大きな影響をもたらすことが懸念される。
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一方、外国産のマルハナバチの生態影響が問題

視される中、外来種利用の代替実こして在来マル

ハナバチの商品化が昆虫学者および生態学者から

提案され、1998年には在来種クロマルハナバチ商

品コロ二十の販売が開始されるに至つた。在来種

商品化の実現は企業努力の賜物であり、大いに評

価すべき成果であるが、 「種」という概念で在来

マ)しハナバチを区別し商品化することが果たして

本当に日本の 「生物多様性保全」につながる行為

といえるか慎重に議論する必要がある。

例えば、クロマルハナバチが棲息L/ていない地

域に商品コロニーを導入することは生物相の地域

固有性の槍乱を招く恐れがあり、また遺伝的に異

なつた集団を移送することは地域固有の遺伝子組

成の攪乱をもたらす可能性がある (五箇、2002)。

さらに在来種の商品コロニーも牙ランダの工場で

生産されていることから外来寄生生物の持ち込み

のリスクも回避できない (Ooka et al.・2001;五

僅筆、 2002)。

とくに在来マルハナバチの商品個体群が野生化

した場合、形態が全く異なる外来種と異なり、そ

れがもともと生患していた 「在来個体」なのか 「

侵入個体」なのが区別がつかなくなつてしまう。

「同じ日本に住むハチなのだから少?分 布が変わ

つても構わない」という意見がまかり通るのであ

れば、 「同じ地球に住むハチなのだから、セイヨ

ウ才牙マルハナバチが日本で増えて何が悪い」と

いう意見も通ることになる。人間の恣意的な境界

線である 「国境線」と生物の自然分布からくる 「

生物境界線」を同一視して議論を進めてはならな

い。

結周、外来種であれ、在来種であれ、人為的に

作られたコロニーを利用する場合にはハチの野外

への漏出を極力避けることが生態リスクを低減さ

せる上で重要なことに変わりはない。こくにマル

ハナバチは年一化性の社会性昆虫であり、コロニ

十崩壊前に生まれる新女王と/fスバチを野外へ逃

がさなければ野生化は起こり得ない。すなわち、

使用が終了したコロニーを適正に処分すればいい

ということになる。その意味では化学農薬を含む

他の農業資材と同じく、生物資材も適性使用およ

び適正処理が使用の基本原則といえる。この観点

に立ち、現在国立環境研究所とマルハナバチ普及

会では共同で北海道平取町をモデルケースとして

使用済みコロ二十の回収事業を2002年より開始し

ている。また、マ)しハナバチ普及会ではさらにハ

チの逃亡を防くためにハウスのネツト (網)展 張

の普及にもつとめている。

外国産クワガタムシを巡る問題

近年、ペツトとしての輸入クワガタムシの飼育

が大ブームとなつている。もともと外国産の甲虫

類は植物防疫法によりその輸入が制限されてしヽた

が、1999年11月48種類のグワガタムシおよびカプ

トムシの生体輸入が解禁された。その後も輸入許

可種ほ追加が繰り返され、2003年 6月時点でカブ

トムシ約40種、クワガタムシ約 520種の計 560種

の輸入が認められてしヽる。輸入解禁の背景には甲

虫飼育ブームがあつたことは言うまでもない。こ

れらのクワガタムシ ・カプトムシは国内の販売業

者を通じて大量に輸入され、ペツトシヨツプやス

ーパーで普通に売られるようになつた。世界的に

も類い稀なるこの甲虫ブームに対して生態リスク

を懸念する声が生態学者からあがつている。

一般に、外国産クワガタムシの日本の野外での

定着の可能性は低いものこ判断されてきた。確か

にほとんどの輸入品種ほ熱帯地域原産のものであ

るが、生患地の標高がかなり高い種も含まれてお

り、日本の低地での定着が充分可能な種も少なく

ない。こうした背景から、輸入クワガタムシにつ

いても、先に述べた輸入マルハナバチと同様な生

物学的問題を31さ起こしつつある。

一番に懸念されるのほ、生態ニツチエが類似し

た在来のクワガタムシ種への影響である。生息環
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境の悪化などにより日本の在来クワガタムシはす

てに危機的状況に近づいており、そこへ外国産種

が侵入すれば、餌資源をめぐる競合や種間交雑に

よる遺伝的攪乱、外来寄生生物の持ち込みなどの

生態影響によつて在来種の豪退に一層の拍車がか

かることは間違いないであろう。

これら外国産クワガタムシの生態影響の中で、

我マほとくに遺伝的損乱の問題に注目し、調査を

進めている。我では2001年より日本各地およびア

ジア域に分布するヒラタクワガタおよび才牙クワ

ガタ個体群の生体サンプルあるいは過去の標本サ

ンプルを収集し、ミトコンドリアDNAの チトク

ロム才キシダーゼ遺伝子領域 2000塩 基の塩基配

列データをもとに地方個体間の系統関係を調べて

いる (五箇、2003;Ooka et al.。2004)。 これま

での解析結果から日本のとラタクワガタや才才ク

ワガタはアジア域の個体群とは異なる固有の遺伝

子組成を保有していることが示されており、これ

らの遺伝的情報は日本のクワガタムシの歴史を知

る手がかりとなると同時に、地域固有性の保全を

考える上での重要な基礎データともなる (図2)。

可能性がある。ヒラタクワガタや牙牙クワガタは

図 3 ス マトラオオヒラタクワガタと日本産ヒラタクワガタの交雑より得られた雑極。

中国大陸や東南アジアに多くの亜種や近縁種個体

群が存在する。これらの外国産個体群が大量に日

本に輸入され、野外に逃亡した場合、日本産種と

の間で交雑が生じる恐れがある。我では室内レベ

ブレで外国産ワワガタムシこ日本産クワガタムシの

間で交雑を行い、その生殖隔離の程度を調べてい

る。これまでにヒラタフワガタについてはミトコ

ンドリア系統樹上では大きく分化L/ているはずの

インドネシア産スマトラ牙牙ヒラタクワガタと日

本産ヒラダクワガタの間で妊性のある雑種が大量

に生まれることが明らがとな

つている (五箇 ・小島、2003

;五箇 ・小島、2004;Ooka

et al.,2004) (図3)。

また、我では、2001年から

2003年にかけての遺伝的変異

の調査の過程で、日本国内の

野外で採集されたヒラタクワ

ガタから外国産のDNAを 持

つ個体を複数発見している。

これらの個体は大アゴの形状

が日本産のものとは異なつて

いたり、体の大きさが大さか

つたりするなど明らかに異常

外国産クワガタムシの輸入はこの在来クワガタ  な 形質を持つていた。これまでの調査で、タイの

ムシの地域固有性存続の危機に追い討ちをかける  ヒ ラタクワガタおよびスマトラ才才ヒラタクワガ

図 2 日 本列島および周辺域のとラタクワガタmtDNA系 統樹

，，″”ル広‐”―
ヤ‥ｔ‐々
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夕のDNAが 長崎県や静岡県、神奈川県などで校

出されている。また外国産以外にも、日本の南西

諸島固有の系統に由来するDNAが 本州内で見つ

かるケースも多数あつた。これらの事実は、日本

のヒラタクワガタ個体群において外国産の系統や

国内の地域系統が侵入種となつて遺伝的濃乱をも

たらし始めていることを示唆する。このまま商品

化が拡大を続ければ、いずれ日本のヒラタクワガ

タの系統関係は崩壊してしまう恐れがある。

侵入生物を防除するための新 しい法律 「外来生物

法」

日本政府は2004年 6月に 「特定外来生物による

生態系等に係わる被害の防止に関する法律 (外来

生物法)」 を公布した (図4)。 この法律では海

物輸入

1防除:野区除 l

外から持ち込まれる外来生物のうち、とくに日本

の生態系や人間の生活に重大な影響をもたらす恐

れがあるもの、即ち 「侵略的外来生物 lnvasive

Alien Species」が、 「特定外来生物」に指定さ

れ、無許可での輸入や販売 ・譲渡、飼育が禁止さ

れる。また、 「特定外来生物」を野外に放すこと

も禁止されるcす でに日本の野外で野生化して被

害をもたらしている 「特定外来生物」は駆除の対

象となる。

「特定外来生物」以外の外来生物は、生態影響

がないと判断されたものは何の規制も受けず、輸

入 ・販売 ・飼育は一切自由となる。一方、これか

ら輸入しようとする生物で、その生態影響が不明

のものは、 「未判定外来生物」として、最長 6か

月間の輸入停止措置が施される。輸入停止期間中

に生態影響についての評価が行われ、影響ありと

判断されれば、特定外来生物に指定されて輸入ほ

禁止となる。法律に違反して 「特定外来生物」を

輸入したり飼育したりするこ、個人の場合、最高

で 300万円の罰金、法人の場合、最高で1億 円の

罰金が科せられる。どの生物が 「特定外来生物」

に指定されるかは、専門家の意見に基づさ政府が

決定する。

これまで外国産昆虫の輸入については植物防疫

法によつて規制されていたが、この法律はもとも

こ農林作物に対する被害を防止することを目的と

t/たものであり、生態影響評価は考慮されておら

ず、農林作物を力B害する恐れのない昆虫類の輸入

は自由とされてきた。しかし、 「外来生物法」が

施行されれば、これまで植物防疫法の規制対象外

こされてきた昆虫類について生態影響評価が施さ

れ、輸入規制措置も執られることになる。

話題のセイヨウ牙才マルハナバチや外国産クワ

ガタムシ類が、この法律によつて輸入規制がかけ

られるか否かは、今後環境省で審議される予定で

あるが、これだけ大規模に成長した昆虫産業に対

して、 「生態|リスク」や 「遺伝子多様性の保全」

という言葉だけで歯止めをかけることは難しいで

あろう。

輸入昆虫と生物多様性

そもそも、意図的導入であれ、非意図的導入で

あれ、日本という国が輸入大国 ・消費大国である

限り、外来生物の侵入という問題から逃げること

はできない。日本は原油、農産物、木材資源、水

産資源などあらゆる天然資源を海外に依存してお

り、必然的に外国産の生物もその流れに乗つて大

量に導入され続けることになる (図5)。

日本国内に目を向ければ、開発により自然植生

は豪退し、農業の放棄により里山生態系は崩壊の

車命入制限

図 4 外 来生物法の概要
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図 5 輸 入大国 日本の構図

―途を辿つている。陸地環境の悪化は周辺海域の

汚染 ・富栄養化につながり、水産資源の減少もも

たらす。日本古来の、固有の生態系こ生物多様性

が守られない中、損乱された環境に次ぐと外来生

物が侵入してくるのは極当たり前の生物学的現象

と言える。

また、日本が大量の天然資源を諸外国から輸入

し、大量に消費するということは、同時にその原

産国の生態系を蝕むことにつながつてしヽる。熱帯

林の破壊はその象徴といえる。外国産クワガタム

シも年間 100万匹を越える数の個体が原産国で捕

獲され、輸入されていると考えられる。本稿で取

り上げたスマトラ牙牙ヒラタクワガタは夏休みシ

ーズンだけで最低でも 10万 匹は輸入 ・販売され

ていると試算される。これだけ大量の個体が毎年

捕獲され続ければ、いずれ原産地の個体群が豪退

することは容易に想像される。日本としヽう国は自

国の生物多様性のみならず、周辺国の生物多様性

までも 「消費」して生きているのである。

侵入生物がはびこる日本の自然環境の現状としヽ

うものを今こそ真摯に受け止め、日本という国の

生き方を問い直すべき時に来ているのではないだ

ろうか。日本の生物多様性を保全することは、ア

ジア域の、ひいては世界全体の生物多様性を保全

することにもつながる。外来生物法という法律ひ

とつで侵入生物問題の全てが解決する訳ではで決

してないが、この法律を契機として、国民の少し

でも多くが侵入生物問題と生物多様性の意義につ

いて理解を深めていくようになることを願いたい。
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質疑応答

Q:植 物防疫法で規制されている生物は、新ししヽ

法律 (以下新法)で はどのような扱いになつてい

るのか。

A:ク モ、サソリなどの節足動物の移動について

植物防疫法では自由だが、新法では野生生物や人

の健康などに影響を及ぼすものも規制される。

Q:今 回の講演で五箇さんが指摘された生態学の

内容は 「応用生態学」と思えるがどうか。またそ

のような学問分野は日本にもあるのか。

A:外 来種問題では様でな分野が関係するにもか

かわらずこれらは連携していない。我での生活こ

直結L/た生態学、欧米ではそのような分野の研究

者を 「政治生態学者」と呼ぶが、日本では希薄で

ある。日本の生態学者の多くは、人が住んでいな

い自然度の高い環境で研究をおこなう。

Q:現 行では野外における影響の有無が判断でき

ない食植性昆虫の導入は規制を受ける。この点に

ついて新法では新しい内容はあるか。

A:対 象とする生物を広げてはいるが、それほど

変わらないと思う。ただ外来種ほ環境省以外にも

農林水産省や経済産業省も関係する。経済的に有

効であつたり、我々の生活に役に立つものについ

ての導入の線31剖まあいまいである。

Q:個 資の生物を規制対象とするか否かを判断す

る委員会のメンバーほどのように選出されるのか。

A:特 定の委員が選出され、続いてその委員の知

り合いが選出されてメンバーを構成する。新法の

検討ほ、生態学会に所属する特定の専門家によつ

ておこなわれた。それ以外の学会このコンタクト

はほとんどない。ただし、委員会は牙―プンであ

り、学会のような団体が意見を言うことはできる。

Q:元 でわが国に生患する種を海外から導入する

ということについてどうか。

A:ま さL/く議論の最中である。今の考えでは、

中国産であつても日本にいる種であれば、法的に

は導入が可能。遺伝的な変異の重要性について、

現段階では答えを出すのほ難t/いかも知れないが

、導入によつて在来種の遺伝的固有性が失われる

のは問題だ。

Q:そ うなると、すべての生物の移動ができなの

ではないか。

A:理 想はその通りである。だが現実は難しい。

これからもつと議論が必要になる。

Q:外 来種の基準が 「明治以降に日本に渡来して

きたもの」ということだが。

A:時 期についての厳密な基準はない。しかL/、

どこかで線31さをしなければならない。

Q:経 済的に有益な種の導入については。

A:産 業上、我での生活に有益こみなされるもの

は規制対象とする上で、その有益性も考慮に入れ

る、こされている。これが生態学的には問題であ

ることは理解されているにも関わらず、どうにも

ならない。

Q:在 来種のクロマ)しハナバチに対するセイヨウ
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牙牙マルハナバチの交雑の影響は。

A:室 内飼育では影響あるが、野外ではわからな

い。セイヨウはクロマルのフェロモンを感受して

しまう。

Q:在 来種の国内移動は問題にしないのか。

A:妥 当な意見である。セイヨウの盗蜜が問題に

されるが、在来でも見られる。逆に言えば、在来

種のマルハナバチも外来の植物を餌資源として利

用している。導入した種 ・個体群が野外に出た時

、どれほど影響を及ぽすのが見極めなければなら

ないが、データは不足している。

Q:Classical blological Controlでは、侵入害

虫に対する導入天敵の組み合わせであつたが、こ

の点で新法この関連は。

A:捕 食者が餌動物に対して種特異的なら問題は

ないが、マングースのようではいけない。新法で

は天敵昆虫を注目していないようであるが、環境

省は議論するであろう。現段階では、天敵昆虫ほ

規制をかけるほど市場拡大していないと思う。
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